
①

②

標準処理期間
（２週間）

③

申請用　２部（正・副）
標準処理期間 消防用　３部（正・副・副）
（２週間） ヒヤリング用

８部～

④

⑤

⑥《公共施設の帰属がある場合》

標準処理期間
（２週間）

⑦

⑧《公共施設又は建築工事竣工》

注） 1.このフロー図は標準的なもので、開発の物件によっては上記と異なる場合があります。
2.標準処理期間とは適正な申請を前提にしたもので、審査のため申請者に必要な資料の提供を求める場合に

あっては、申請者がその求めに応答するまでの期間は含まれません。
（平成２３年６月１日更新）

〔 竣 工 検 査 〕

道 路 後 退 及 び 道 路 築 造

〔検査日の連絡〕

協議事項書他必要書類提出

〔道路後退及び道路築造の中間検査〕

工 事 完 了 届

〔 検 査 報 告 書 〕 〔 検 査 済 証 〕

提出部数　別途記載

提出部数　３部～〔検査依頼〕

〔経由印押印の上返却〕

〔協定書締結、協議書返却〕

建 築 確 認 申 請 書

帰 属 関 係 書 類 提 出
（ 分 筆 及 び 乙 区 欄 抹 消 ）

事前相談

市開発指導要綱協議申請フロー図

　本市では事前相談制度をとっていますので、協議申請書提出前に位置図、土地利用計画図、土地登記簿謄本等を持参
のうえ必ず事前に相談（協議）してください。

関 係 課 ヒ ヤ リ ン グ 会 議 市 指 導 要 綱 協 議 申 請 書 提出部数

高石市
（各関係課）

標準処理期間は１週間）

高石市

証明申請が必要な場合有）

〔協議事項書の提示〕

申請者

〔判定内容記入のうえ返却〕
（口頭にて回答の場合の

事前相談

事前相談書
（別途様式）

提出部数
申請用　３部～

（都市計画課）

①

 〔中間検査依頼〕

〔 検 査 日 の 連 絡 〕

各関係課協議

〔意見書の提出〕

〔協議事項書に協議済印押印の上返却〕

都市計画法開発許可等不要
（500㎡以上の場合は、先に

（中間検査までの工事写真等）

〔現地調査〕
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